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その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会によ その要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会によ

る審査及び判定の基準等に関する省令（平成11年厚生省令第58 る審査及び判定の基準等に関する省令（平成11年厚生省令第58

号）第２条第１項第２号に掲げる区分である者に限る。） 号）第２条第１項第２号に掲げる区分である者に限る。）

3,355単位 3,344単位

３ 指定通所介護（１月につき） ３ 指定通所介護（１月につき）

利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事 利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事

業者が、施設基準第５号イ⑵に適合しているものとして都道府県 業者が、施設基準第５号イ⑵に適合しているものとして都道府県

知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行 知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行

った場合には、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定 った場合には、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定

単位数を算定する。 単位数を算定する。

⑴ 要支援１ 1,504単位 ⑴ 要支援１ 1,489単位

⑵ 要支援２ 3,084単位 ⑵ 要支援２ 3,053単位

４ 指定介護予防訪問入浴介護 ４ 指定介護予防訪問入浴介護

イ （略） イ （略）

ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注１から注８まで及びロから ロ 介護予防訪問入浴介護費のイの注１から注８まで並びにロ及

ヘまでについては、適用しない。 びハについては、適用しない。

５ 指定介護予防訪問看護 ５ 指定介護予防訪問看護

イ～ニ （略） イ～ニ （略）

ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ並びにロ ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ並びにロ

の注１から注10まで、注12及び注13並びにハからヘまでについ の注１から注10まで及び注12並びにハからヘまでについては、

ては、適用しない。 適用しない。

６ 指定介護予防訪問リハビリテーション（１回につき） ６ 指定介護予防訪問リハビリテーション（１回につき）

イ （略） イ （略）

ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注１から注６まで ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注１から注７まで

及び注８から注10まで並びにロ及びハについては、適用しない 、注９、注10並びにロ及びハについては、適用しない。

。

７ 指定介護予防通所リハビリテーション（１月につき） ７ 指定介護予防通所リハビリテーション（１月につき）

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

ハ 介護予防通所リハビリテーション費のニの栄養改善サービス ハ 介護予防通所リハビリテーション費のハの栄養改善サービス

（ホにおいて「栄養改善サービス」という。）を行った場合は （ホにおいて「栄養改善サービス」という。）を行った場合は

、栄養改善加算として、１月につき180単位を加算する。 、栄養改善加算として、１月につき135単位を加算する。


